
 

 

【 資 料 第 ６号 】 

保健衛生部予防対策課 

 

 

令和８年度 成人の麻しん抗体検査及びワクチン接種の助成対象拡充について 

 

 

 麻しん（はしか）が流行していることに伴い、令和元年度より実施している「文京区麻しん抗体検査及び

ワクチン接種費用助成事業」を拡充する。 

 

１ 変更内容 

抗体検査対象者及びワクチン接種対象者を次のとおり拡充する。 

抗体検査の基準値、使用ワクチン及び実施場所等については現行通りとする。 

 

 
現行 変更後 

① 抗体検査 抗体検査当日に区内に住所を

有する20歳以上の者であっ

て、0歳児と同居している者とす

る。 

ただし、麻しんのり患歴がある

者及びワクチン接種を2回以上

受けたことがある者を除く。 

抗体検査当日に区内に住所を

有する20歳以上の者であっ

て、0歳以上年長未満の児と同

居している者とする。 

ただし、麻しんのり患歴がある

者及びワクチン接種を2回以上

受けたことがある者を除く。 

② ワクチン接種 ワクチン接種当日に区内に住所を有する抗体検査費用助成対象

者であって、抗体検査又は過去に受けた同種の検査において麻し

んの抗体価が基準値未満であることを確認できた者とする。 

 

２ 変更時期 

  令和８年７月１日 

 

３ 周知方法 

区報、SNS、区ホームページへの掲載及び区内指定医療機関等におけるチラシ掲出にて周知する。 

 

４ その他 

  ワクチン接種が２回未満の19歳までの方は、任意予防接種「MR定期予防接種の接種もれ」制度の対

象となり、全額助成で接種が可能。 


